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G20の首脳たちはの首脳たちはの首脳たちはの首脳たちは2010年年年年11月月月月ののののソウルソウルソウルソウル・サミット・サミット・サミット・サミットにににに向けて向けて向けて向けて、重要な、重要な、重要な、重要な選択を迫られています選択を迫られています選択を迫られています選択を迫られています。。。。自己利益に関わる自己利益に関わる自己利益に関わる自己利益に関わる狭い議論の殻に閉じこもるのか、狭い議論の殻に閉じこもるのか、狭い議論の殻に閉じこもるのか、狭い議論の殻に閉じこもるのか、それとも経済、食料、そして気候変動というそれぞれ相互に関連しあった危それとも経済、食料、そして気候変動というそれぞれ相互に関連しあった危それとも経済、食料、そして気候変動というそれぞれ相互に関連しあった危それとも経済、食料、そして気候変動というそれぞれ相互に関連しあった危機機機機を前にした世界に対してを前にした世界に対してを前にした世界に対してを前にした世界に対して、、、、G20がががが世界世界世界世界規模のリーダーシップを発揮できる事を証明する規模のリーダーシップを発揮できる事を証明する規模のリーダーシップを発揮できる事を証明する規模のリーダーシップを発揮できる事を証明するについての選択ですについての選択ですについての選択ですについての選択です。。。。
G20は、は、は、は、21世紀の課題に対応するための世紀の課題に対応するための世紀の課題に対応するための世紀の課題に対応するための「「「「ソウル開発コンセンサス」ソウル開発コンセンサス」ソウル開発コンセンサス」ソウル開発コンセンサス」に合意に合意に合意に合意しなければなりません。しなければなりません。しなければなりません。しなければなりません。つまりつまりつまりつまり、貧、貧、貧、貧しい女性や男性、しい女性や男性、しい女性や男性、しい女性や男性、およびおよびおよびおよび彼らの政府が貧困を克服するため彼らの政府が貧困を克服するため彼らの政府が貧困を克服するため彼らの政府が貧困を克服するために必要としているに必要としているに必要としているに必要としている手立て手立て手立て手立てを与えるような、を与えるような、を与えるような、を与えるような、持続的か持続的か持続的か持続的かつつつつ衡平衡平衡平衡平な成長を推進することにより、不平等を削減し、世界の貧困な成長を推進することにより、不平等を削減し、世界の貧困な成長を推進することにより、不平等を削減し、世界の貧困な成長を推進することにより、不平等を削減し、世界の貧困解決に解決に解決に解決に取り組む取り組む取り組む取り組む事です。事です。事です。事です。 

1  ソウル開発コンセンサスの策定  世界経済を停止状態に陥れかける危機のきっかけとなったリーマン・ショックから２年、持続的な経済回復に向けた展望は、未だにとてつもなく脆い状態です。先進国経済では、景気後退と緊縮財政政策の導入が、深刻な雇用喪失と社会保障予算の削減を引き起こしました。二番底のリスクは未だに現実味を帯びています。途上国では、人々も政府も世界経済危機の波紋によって翻弄されています。世界経済危機は、途上国の雇用、貿易、そして政府の歳入に打撃を与え、深刻な経済的な窮乏を引き起こし、社会支出と貧困・不平等の解消に向けた努力を停滞させました1。  
G202の設立それ自体は大変重要な成功といえますが、これまでの実績に関しては、評価の分かれるところです。G20が地球規模課題に対する持続的な地球規模の解決策の策定・実施能力があることを、まだ行動で示してはいないからです。しかし、もしG20が言うとおり、このグループが「国際経済協力に関する第一のフォーラム」たらんとするのであれば、参加国の直近の関心事を超えた様々な問題に対して行動を起こしていかなければなりません。 
G20が信頼性と効力を持つためには、世界の貧困に対する行動は、主要議題の不可欠な構成要素となります。効果的であるためには、G20は経済、食料、気候変動という相互に関連しあった危機を乗り越えるために世界が必要としているリーダーシップを発揮しなければなりません。これらの地球規模課題に対応することは、世界中の全ての市民の利益に適うことであり、それによってG20も必要としている信頼性を勝ち取る事ができるでしょう。もちろん、信頼性の獲得という目的だけではなく、確固たる道徳的要請も厳然と存在します。 
2009年に開催されたロンドン・サミットの時から、G20は開発について議
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論してきましたが、一貫したアジェンダの構築には至っていません。そこで、2010年のソウル・サミットは、新しく包括的な開発コンセンサスにコミットし、最貧国に対して結果を出し、貧しい男性と女性のエンパワーメントを促進し、彼らが経済及び気候といった外的ショックに対応できるようにする意志を表明する絶好の機会です。ソウル・サミットでは、このようなコミットメントの創出へのG20の意志と能力が問われるでしょう。 
2010年9月にニューヨークで開催された国連ミレニアム開発目標（MDGs）レビューサミットで、世界の指導者たちは人間中心の開発へのコミットメントを再表明しました。これを現実のものとするためには、G20は、人々の福祉・幸福には多様な決定要因がある3という認識に基づく、包摂的で効果的、かつ持続的な開発への道筋を推進していかなければなりません。21世紀に入り、国際社会が直面している課題は変わってきました。したがって、対応も変化する必要があります。 
G20は、新規の「ソウル開発コンセンサス」を構築する機会を手にしており、この機会を活かす責任があります。それを実現するには、G20の首脳たちは、以下のようなコンセンサス事項に賛同すべきです。 
• 持続的で衡平な成長を実現し、不平等の削減と、貧困と飢餓の解決に正面から取り組む 
• 貿易、規制、金融といった領域で、「貧困削減のための成長」アジェンダを実現するのに必要なすべてのツールを活用する 
• 今後のG20会合でも、開発を主要議題とする 
• メンバーの半数が低所得国（LICs）で構成されたG20開発作業部会を新たに設立し、2011年のフランスG20サミットでの発表に向けて、戦略的な実施計画の策定を課す。 
• 毎年、具体的な指標とタイムテーブルに鑑みて進捗状況を報告する 
• G8の過去の開発援助公約など、G20参加国が既にコミットしている援助公約の履行も、G20の開発アジェンダに反映させる 
• 実質的な透明性を確保し、市民社会の関与を受け入れる。G20の下に置かれるすべての作業部会は、市民社会組織からの意見聴取を必須とする 
• G20の参加枠を拡大する。最低でもアフリカ連合とアジア及びラテン・アメリカの地域共同体の参加を確保する 
• 不平等と貧困の削減、気候変動対策のための、新たな持続的資金を確保するために、金融セクターへの課税を含む新たな財源の模索にコミットする 



3 

2  能動的国家の重要な役割を認める 貧しい国々が衡平で持続的な成長を遂げるための万能（one-size fits-all）な処方箋はありません。21世紀のボーダーレスな世界は、多くの国に似たような課題をもたらしますが、その課題はそれぞれの国で異なった形で表出するため、各国の文脈に沿った解決策を策定する必要があります。これまで、いわゆる「ワシントン・コンセンサス」で推進された政策は、トップダウン型で各国に強要され、経済の自由化と国家の役割を制限することを通じた経済成長の実現に焦点を当てすぎ、国家が不平等と貧困の削減に投資することの必要性を十分に認識してきませんでした。これがもたらした結果は、往々にして惨憺たるものでした5。このアプローチは、経済的リターンを生みだすことに失敗しただけでなく、不平等の永続化や社会統合の弱体化を通じて、途上国の成長そのものにも足かせとなってしまいました。2009年にはG20自身も、これら一連の政策を追求することの危険性を公に認めました6。過去の失策と決別し、能動的な市民と、能動的な国家の役割を認める新たな開発コンセンサスを結ぶための機は熟しています。
G20の開発コンセンサスは、各国政府が国内の経済・社会政策を管理でき、持続的で耐久力があり、不平等を解消して富裕層と貧困層の格差を埋めるような開発を追求できるようにすべきです。 事実、韓国が現在の繁栄した経済大国になった背景には、まさに韓国政府による能動的な取組みがありました（囲み記事１参照）。これにはいくつかの主因がありました。国内への資金流入を国が厳しく管理したこと、教育・保健医療・農業に多大な投資を行ったこと、「開発と女性法」の早期策定（1995年）、そして国際市場の変動から脆弱セクターを保護したことなどです。 囲み記事１： G20は過去の自身の行いを他国にも認められるか 過去50年の間に、韓国は他の多くの東アジア諸国とともに、経済変革を行ってきました。50年前、韓国の国民一人当たりの平均所得はわずか82ドルで、当時のガーナの半分以下でした。それが今日では19,000ドルとなり、実に200倍となりました。しかし皮肉なことに、現在韓国を含むG20諸国が途上国に行う政策助言からは、「アジアの虎」の急速な発展のカギとなった重要な政策が欠けています。 韓国政府のG20委員会によって発表された開発課題文書（Development Issue 

Paper）は人的資源の重要性に触れてはいますが、そのために政府が保健医療や教育、インフラへの集中的な投資を行うことの重要性については認めていません。衡平な土地改革、そして最も重要なことに、経済の舵取りとグレードアップにおける国家の直接的な役割を無視しています。 韓国の経済学者チャン・ハジュン（Ha-Joon Chang）氏の言葉を借りれば、G20が、自分たちが実際に行った政策よりもはるかに自由主義的な政策処方箋を貧しい国々に押しつける事で、今日の途上国から「（開発の）ハシゴを外してしまう」ことが危惧されます7。 出典： D. Green (2008) From Poverty to Power: How Active Citizens and 

Effective States Can Change the World 

G20のメンバーである他の新興経済諸国も、国家による効果的な行動がいかに適切な開発の実現に重要かという事例を提示しています。例えば中国の発展は、何百万人もの人々を貧困から脱却させる事に成功しています。また、低炭素で環境に優しい開発プロジェクトに集中的な投資も行っています8。インドネシアは政府主導の雇用創出と再分配により、不平等を長期

グローバリゼーションと改革の恩恵は、未だに貧困者の多くに届いていません。多くの人が、ワシントン・コンセンサスの経済政策処方箋は、政府などの機構、環境、社会に関する問題に注意を払っていないという点で、もしくは単純に基本哲学として、不完全だと見なしています。 ロバート B. ゼーリック世界銀行総裁4
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的に軽減してきました。公共サービスの供給に投資している国々は、長期的な成長を実現するための要である、より健康で教育を受けた人口の創出に成功しています。例えば、インドネシア政府は1970年代に公教育の拡大に力を注ぎ9、今では90％以上の国民が読み書きできるようになりました10。ブラジルは近年、飢餓の削減と不平等への取組みにおいて目覚ましい成果を上げています（囲み記事２参照）。公的な保健医療に投資することにより、今では97％以上の女性が専門技術を備えた出産介助者の立ち会いのもとで出産しています11。  囲み記事２：ブラジル： 飢餓撲滅のための国家政策  

1990‐92年から2004‐06年の間に、ブラジルは全人口に占める飢餓人口の割合を当初の10％（1,580万人）から6％（1,190万人）に、そして栄養失調を73％も削減することに成功しました。低体重の子どもの割合も既に半減しています。 ルラ大統領の下、政権任期中に飢餓を完全に撲滅しようと政府は取り組んできました。その実現に向けて、野心的な「ゼロ・ハンガー・プログラム」を開始し、既に人口の3分の1が支援を受けています。 このプログラムの中核を成しているのがBolsa Familia（家族手当）です。貧困ラインを下回る家庭の母親は、子どもが予防接種を受け、学校に日常的に通うことを条件として、毎月上限80ドルを受け取ることができます。人口の４分の１以上がこのプログラムの恩恵を受けました。 ブラジルはまた、国内の食料消費量の70％を生産している小規模農業を強化しています。 農業改革プログラム、金融サービスや保険へのアクセス、技術支援と共に、これらの取組みは食料価格の危機や世界経済危機の影響緩和に役立ちました。 

 出典：Oxfam (2010) ‘Halving Hunger: Still Possible?’, Oxfam International 

Briefing Paper. 

3  ガバナンスと代表権： G20は誰の声を

代弁するのか？ 

G20の設立は、新興経済国の経済的及び政治的な重要性に対する遅ればせながらの認識の表れです。しかし、現在の構成では、世界規模で有効なリーダーシップの役割を担うために必要な、国際的な正統性を欠いています。 
G20への信頼性を高めるためには、G20は低所得国（LICs）にも門戸を開放すべきです。既にアフリカ連合（AU）は、G20への参加を求めています。
G20がより正統性を担保した活動体になるためには、最低でもAUとラテン・アメリカ及びアジアの地域共同体には完全かつ常任としての代表権を認めるべきです。そして、G20の全ての準備会合、作業部会、そしてLICsに関する政策のインパクト調査への完全な参加を保証すべきです。 新しいG20開発作業部会を設立すること、そのメンバーの半分は低所得国（LICs）によって構成されることが重要です。このグループに、2011年のフランスG20サミットで発表する戦略的な実施計画の策定を課すことが必
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要です。 さらに、G20の会合には、国連総会やその他の国連プロセスをないがしろにするのではなく、それらに対する補完的役割を持たせるべきです。 極めて重要なことは、G20プロセスが透明性を確保し、市民社会組織が作業に関与し、意思決定に影響を与え、コミットメントの遂行をモニタリングできるようにすべきです。このために、G20は、具体的な指標やタイムテーブルに鑑みて毎年進捗状況を報告すべきです。これまでのG8の極めて貧しい公約履行実績が、このことの重要性を明確に表しています。 
4  開発コンセンサスにとっての主要課題 世界は、相互に関連しあう新たな課題群に直面しています。G20が有効なグローバル開発アジェンダを遂行するのであれば、これらの課題に取り組まなければなりません。経済成長のみに焦点を当てた取り組みは、短期的にも長期的にも結果は出せないでしょう。成長に対する足かせとなり、かつ貧困を永続化させてしまう不平等を解消するための行動を最初から導入すること、そして相互に関連しながら衡平な成長と開発の土台を脅かす気候変動と食料危機の問題に取り組むことが必要です。これらの問題は地球規模の問題であり、地球規模の政策、G20諸国の国レベルでの政策、そして途上国の政策に対しても大きな影響を及ぼします。G20開発作業部会が成功するためにはこれらのすべてを捉えた取り組みをしなければなりません。 

不平等を軽減する成長とは 

G20の開発アジェンダが狭視野的に成長にフォーカスしてしまう恐れがあります。しかし世界的事例をひも解くと、成長のみを追求した政策は、ごく僅かな開発インパクトしか生み出してこなかったことが分かります。
1981年から2001年の間に、世界のGDPは19兆ドル増加しました。しかし、
1日1ドル未満という絶対貧困に生きる男性と女性に渡ったのは、このうちわずか1.5%に過ぎません。彼らが、1981年時点で世界人口の３人に１人を占めていたにもかかわらずです13。今日、世界人口の最も貧しい40%は、世界の所得のわずか5%を所有しているに過ぎません。対照的に、最富裕層に属する20%の人々は、世界の所得の75%を占めています14。このような不平等に伴うコストは、成長の展望を著しく制限しかねません15。 もちろん、開発にとって成長は必要条件です16。しかし、過去50年間の歴史を見れば、成長だけでは貧困を削減できないことも明白です。貧しい人々が住んでいるところ、また彼らが従事しているセクターで成長が起こったときに、貧困削減は加速します。また、貧しい人々が、多くの人的資源、土地、政治的な力を持っている場合に、彼らが手にする恩恵も、また増えます。しかし、最近世界銀行の報告書が示したように、どのような政策を選択するかによっても、違いが生じます17。 必要とされているのは、貧困に暮らす女性と男性を明示的にターゲットとした成長です。つまり、持続的で耐久力があり、不平等を解消させるような成長です。ポジティブなインパクトが「トリクルダウン効果」によって自動的に貧困層に届くというのは間違いであり、政府による配慮された経済運営によってその下向き効果を創出しなければなりません18。  

平均的な成長率にのみフォーカスした経済政策は、危険な程に見通しが甘いと言わざるを得ない。特に不平等の問題が深刻な国々では。 ロドニー・ラムチャラン、IMFアフリカ部、上級エコノミスト(2010)
12
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成長は、中国の数億もの人々を貧困から脱却させることに成功し、インドでも、中国ほどではないにせよ、一定の成功を見せています。しかし同時に両国は、社会不安（および持続不可能な環境負荷）が、恩恵の不平等に分配された成長によってもたらされていることも認識しています。 以上の教訓から学び、より啓蒙されたアプローチで成長を追求しようとするのであれば、社会セクターも一種の生産セクターであり、人的資源への投資を軽視することはGDPの成長をも鈍らせるという認識に立つ必要があります19。だからこそ「ソウル開発コンセンサス」は、教師や看護師の養成や雇用も含め、教育と保健医療への普遍的なアクセスを供給するという課題に取り組む必要があります。しかし、これらの必須サービスへの普遍的なアクセスは、保健医療や教育が無償化されたときに初めて、大きな前進の展望が開けます。2010年4月にシエラレオネの大統領が、すべての妊産婦と5歳未満の乳幼児を対象に保健医療サービスを無償化したところ、ヘルスセンターを訪れる子どもの数は179%も増加し20、首都フリータウンの出生前クリニックに訪れる女性の数も７倍以上になりました。このような普遍的サービスの供給によって生まれる経済のノックオン効果は顕著です（囲み記事３参照）。G20は、国際通貨基金（IMF）が各国政府に対し、社会サービスセクターを含む生産セクターへの支出の増額を促すよう、求めるべきです。そしてそれは、必要以上に保守的なマクロ経済政策方針に終止符を打つことを意味します21。 囲み記事３： 成長の要となる必須公共サービス 保健医療や教育といった公共サービスの無償提供は、衡平な開発と効率的な成長の根幹を形成します。人々は、個人の選択で経済的非活動の状態に陥るのでは決してなく、健康状態の悪化、教育、訓練、そして正規部門における雇用にアクセスできないなどの理由により、そうなります22。ある調査によると、アフリカ諸国はマラリアによる人命と時間の喪失により、年間120億ドルもの歳入損失を被っています23。対照的に、初等教育への投資の平均的なリターン・レートは18.9%です24。また、男子の中等教育アクセスを平均半年延伸するだけで、1.1% のm年間GDP成長率につながっています25。そして、女性を対象とした教育への投資のリターン・レートはそれよりもさらに高いということも分かっています26。 資金に限りがあるという状況を鑑みても、必須公共サービスの供給を長期的成長戦略に位置付ける意義はあります。なぜなら、直接的な改善結果だけでなく、長期的かつ持続的な成長にとって不可欠な、税収基盤や投資条件の改善といった波及効果をももたらすからです。台湾では、教育と保健医療へのアクセスと土地の大規模な再配分が、所得の不平等の軽減に大きな役割を果たしました。
1940年当時、台湾の人口の80％は読み書きができませんでしたが、1980年代半ばまでに非識字人口はほぼいなくなりました27。  「ソウル開発コンセンサス」は、成長のための必要条件を途上国が整えられるよう、社会開発への投入も考慮に入れる必要があります。  さらに、ボラティリティ対策も必要です。エコノミストは通常、株や平均的なフローに注目しますが、特にコミュニティの外的ショックに対する準備が整っていない国々においては、ぜい弱性や外部ショックこそが、突発的な大惨事の要因となります。所得貧困からの脱却は、単に平均所得を増大すれば成し遂げられるわけではありません。このことは、家族の食事を用意するために毎日奔走している女性たちにとっては特に重要な事です。 囲み記事４： 社会的保護の成熟 世界経済危機は、社会的保護を開発課題と捉えるための、政治的な機会をもた
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らしました。もっと広く言えば、すべてのレベルにおいてリスクやボラティリティを管理することの重要性が強調されるきっかけとなりました。貧しい人々は自分の身を守る術を必要としており、社会的保護の供給は、気候変動への適応や災害リスク軽減等の、抵抗力を高めるための他の政策ツールと共に、必須的役割を持ちます。 多くのG20諸国は、例えばインドのマハトマ・ガンディー国家農村雇用保証スキームなどにみられるように、何らかの社会的保護を行っています。しかし、最近
Overseas Development Institute (ODI) が行った調査によると、10カ国の低所得国における社会的保護の供給は、今のところ「断片的で細分化」されており、カバーしている範囲も小さく、したがって貧困人口のほんの一部しか恩恵を受けていない状態だと報告されています。 ソウル開発コンセンサスは、対象を適切に定めた社会的保護が低所得国で提供されるよう努力する必要があります28。 出典：Oxfam (2010) ‘The Global Economic Crisis and Developing Countries’, 

Oxfam International Research Report. 

気候危機 気候変動は、G20諸国および低所得国の現在と将来の安全保障及び繁栄への差し迫った脅威です。G20のメンバー国は、今や不可避となってしまった気候変動による人的・経済的影響に既に苦しんでおり、国際社会が行動を起こさなければ、気候変動による経済的・社会的な壊滅はさらに拡大するでしょう。世界の最も貧しい人々は、気候変動の発生に関しては全く責任がないにもかかわらず、国際社会が次の10年で決定的な行動をとらない限り、最も大きな被害を受ける立場にあります。 
G20は、二つの重要な役割を担う事ができます。第一に、野心のレベルを引き上げることで、行動へのグローバルな政治的コミットメントを強化し、私たちが今直ぐに必要としている拘束力のある条約の合意に向けた道筋をつけることができますし、実際にそうしなければなりません。その一環として、より野心的なアプローチの必要性を裏付けるために、気候変動による経済、安全保障、人的側面に関する切迫的事例を研究すべきです。2009年にコペンハーゲンで開催されたUNFCCC気候変動交渉の、大きく期待を裏切った結末は、国際的なリーダーシップの大きな失敗であり、何よりも
G20参加国間の相違によって引き起こされたものでした。このような袋小路は、G20の先進国と途上国の間でコンセンサスを結び、UNFCCCを通じて拘束力のある合意に反映させることによってのみ、克服しうるものです。 第二にG20は、低炭素型開発への道筋を主導するという点で、非常に独特の立場にあります。G20参加国の2006年の温室効果ガス排出量は、世界全体の77.3%を占めており29、G20の責任の大きさを表しています。彼らは低炭素型投資の確保に向けて素早い行動をとり、気候変動が世界全体として平均1.5℃未満にとどまるよう、取り組んでいかねばなりません。 すべてのG20諸国に果たすべき役割がありますが、中でも先進諸国には、排出量削減を主導し、2010年から2012年の間に拠出することを約束したファスト・スタート資金300億ドルを拠出し、途上国への技術移転も加速させることが求められます。 
飢餓、そして資源アクセスの欠如 
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現行の飢餓危機と、食料に対する万人の権利の確保は、G20が対応すべき3つ目の主要課題です。これらの課題は非常に密接に関連しており、その傾向はさらに顕著になっています。貧しい人々にとって、飢餓は多くの場合、経済的なボラティリティ、資源獲得競争、気候変動といったグローバルな圧力の結果起こっています。2008年にピークを迎えた食料と燃料価格の高騰により、栄養失調人口は8.54億人から、史上初めて10億人を突破しました。現在も、9.25億人の人々が十分に食料を摂取できていません30。問題は将来的にさらに拡大すると思われます。2030年までに、食料需要は50%、水需要は30％、そしてエネルギー需要も50％増えるとされています31。気候変動は、気温上昇と水不足により、途上国の食料収穫量を減少させ、万人への食料アクセス確保に向けた取組みを、さらに困難にするでしょう。 
G20は、世界の農業資源利用がすべての人々のために食料と繁栄を生み出すようにする上で、重要な役割を担っています。G20参加国は、世界の穀類の72%を生産し、63%を消費しています。また、世界の栄養失調人口の半分が居住しています。彼らはまた、食料危機の根源的な原因に対応するために必要な世界的な取組みを、促進することも、反対に阻止することもできるだけの権力と資源を有しています。G8は、2009年のラクイラ・サミットにおいて、世界の食料安全保障実現に向けて重要な一歩を踏み出しました。今、バトンはG20に手渡されようとしています。 課題は３つあります。第一に、小規模農家に投資し、世界的な農業の技術革新が単なる食料増産に終わらずに、世界の貧しい人たちにとってより持続的で、耐久性があり、衡平なやり方で進むようにしなければなりません。世界の貧困層のうち、4人に1人は農村地帯に住んでおり、そのほとんどが小規模農業で生計を立てており、中でも特に困難な状況にあるのが女性です。第二に、G20は飢餓のグローバルな原因に取り組む必要があります。具体的には、世界的な食料価格危機を防ぐメカニズムの構築や、グローバルな食料市場の安定の促進、以前から必要とされていながら未だに実現していないOECD（経済協力開発機構）諸国の農業補助金制度の改革といった行動が求められます。第三に、G20は国際的な土地買収に対して国際的な行動をとり、貧しい女性と男性が食料を得る上で依存している土地や水が奪われないようにすべきです。 

5  ツール： 新たな開発コンセンサス実行の

ために ソウル開発コンセンサス実行の可否は、途上国が今あるすべての金融ツールにアクセスできるような支援をできるかどうかにかかっています。それは、税の不平等に関する取組みから、より公正な貿易協定に向けた交渉、外部の革新的資金源の確保や国際社会による既存の援助公約の確実な履行まで、あらゆるイシューに対する政治的意志を必要としています。 
税の不平等を解消する 全ての国が公平な税制によって税収を生みだせる、というのが本来あるべき姿です。しかし現在は、国際制度の問題により、多くの国々が国内財源
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の創出や、適切な関税導入において、困難を強いられています。 
2009年のG20ロンドン・サミットで首脳たちは、脱税や租税回避に対して強硬姿勢をとることを約束しました。G20は、途上国から必要な資金を奪うような非合法的なタックス・ヘイブンに対する取り締まりの強化を、約束どおり実行すべきです。 残念なことに、ロンドン・サミットの後で合意・署名された税に関する協調協定は、既にその弱点を露呈しています。G20は、どのような監視プロセスにおいても秘密保持管轄区に関するすべての情報を、要請に応じて公開し、それらの情報が多国間で、かつ自動的に共有されるようにすべきです。G20は、非協力的な管轄区の徹底的かつ客観的なリストを作り、公約通り制裁を行うなど、透明性を高めるための行動を実行に移さなければなりません32。 
G20諸国に登録されている企業の中には、納税義務を減らすために未だに不正かつ非合法的な方法でタックス・ヘイブンを利用している企業があります。これらの商習慣は、途上国から年間1600億ドル近くを奪い取っています33。これらの悪習を終わらせるためにG20は、多国籍企業に対し、すべての商業活動に関する国別報告の、年次報告書への記載を義務付ける国際基準に合意すべきです。 
貿易 うまく管理された貿易は、多くの人々を貧困から脱却させる可能性を秘めています。しかし、単に貿易量が増加すれば、貧困削減が自動的に保証されるわけではありません。貿易を開発の手段とするためには、公正な貿易ルールの確立が必須事項ですが、貿易の多国間制度は未だに、途上国の利益に反する形で成り立っています。G20は、世界最大規模の貿易ブロックを複数内包しています。つまり、公正な貿易ルールの設置のために、ドーハ交渉を再構築させる力を有しています。 
G20は、途上国の開発、そして全ての人が恩恵を受けられるような長期的かつ持続的な成長を支援するような、また後発開発途上国（LDCs）向けの特別支援パッケージを含む形でドーハ開発ラウンドを取りまとめられるよう、積極的な役割を担う事によって、G20のリーダーシップを明示すべきです。これを実現するために、G20は、ドーハ・ラウンドの締結に必要な、具体的な期日とコミットメントの内容について、信用度の高いシグナルを送らなくてはなりません。G20はまた、不公正な貿易協定や二国間投資協定（特に、対外投資に対して道理に適った条件を課そうとする途上国政府の権限を制限する事や34、知的財産権条項の不公正な条件など）の修正や廃止の合意を取り付けるべきです。 いくつかの領域では、G20はすでに行動を開始しています。トロント・サミットでは、途上国が貿易から恩恵を受けられるように、低所得国の能力構築、インフラと経済改革の実現に向けた支援にコミットしました35 36。
G20は、途上国がより公正な、また貧困者が貧困から脱却できるような形で貿易できるようにするための能力強化やインフラ構築を行うために、貿易支援に関する新規で拘束力のある資金コミットメントに合意すべきです。 
外部資金調達 
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革新的資金を用いた解決策は、途上国の開発、気候変動対策、そして衡平な成長の推進のための新たな資金源をもたらす可能性を秘めています。革新的資金メカニズムには、G20が検討すべき様々なオプションがありますが、金融セクターへの課税――全ての取引に0.05%の税率で課税する――が、最も抜きんでた方法であり、ダメージをもたらす投機を抑えるという点においても、より多くの恩恵をもたらすことができます。 他方、援助に関する公約も守らなければなりません。トロントで、G20はミレニアム開発目標（MDGs）の重要性を認め、開発ギャップを埋める意思があることを示唆しました。これを現実にするためには、G20の中のG8諸国が、不足資金を出すことが不可欠です。援助公約の不履行は、貧しい国々の成長を促すというG20のアジェンダそのものに対して、根本的な妥協を余儀なくします。これらの資金約束が果たされない限り、多くの途上国は、危機前、そして危機後の債務レベルの急上昇に直面し37、資源不足に苦しむ保健医療・教育システムや、低投資に喘ぐ生産セクターを抱えているため、多くの市民に恩恵をもたらすような効果的な成長への道筋を追求することができなくなるでしょう。 ドナー国は、経済危機のぼっ発によって財政がひっ迫される以前から、2010年までに途上国に対する年間開発援助を500億ドル増額するという当初のコミットメントに対し、200億ドルも下回るペースで約束を破り始めていました38。ソウル開発コンセンサスの効果的な実行には、G8による従前の誓約を考慮に入れ、そしてG20のアジェンダに構成国の既存公約の履行を反映させるという、G20の意志が欠かせません。G20の中のG8諸国は、当初の約束に対して不足している200億ドルを2012年までに拠出するという緊急計画を採択し、自らの責任を果たすべきです。 
金融規制 将来の金融危機の発生を防止し、もっとも脆弱な人々を守る事を目的とした、新規の強力な規制枠組みの構築が緊急に求められています。資本規制を国際アジェンダに再度導入し、脆弱な経済をより強い経済のインパクトから守るために、為替レートの変動を制限すべきです。また、G20は、金融安定理事会（FSB）と国際決済銀行（BIS）における参加、透明性、アカウンタビリティの向上を目指すべきです。究極的には、影響力のある国際金融組織をホストしている米国その他のG20諸国は、将来の金融危機防止のための、国内金融規制の適用を厳しく促していく必要があります。 一方、IMFと世界銀行は、その運営に途上国の完全なる参加・代表権を制限することによって国際レベルでの不平等を永続させ続けています。G20は既にIMFのガバナンス問題を取り上げています。先のトロント・サミットではIMFに対し、ソウル・サミットで進捗状況を明らかにするよう求めています。しかし、IMFのガバナンス問題に関する議論は、低所得国の代表権拡大に向けてポジティブな変化を起こすには程遠い内容です。G20は、
IMFと世界銀行双方のさらなる改革にただちにコミットすることにより、この問題におけるリーダーシップを発揮すべきです。 

6  結論 

G20はもはや新参者ではありません。G20がグローバルな責任への明確な
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コミットメントを表明すべき時が来ています。ソウル・サミットは、G20が最も貧しい人々と国々の利益をその活動の中心に据えるような長期的な開発アジェンダにコミットする場となる必要があります。ソウル開発コンセンサスは、今回の韓国、その後のフランス、メキシコなど将来のサミットにおける重要なアクションの土台を構築することができます。同コンセンサスを結ぶことができれば、G20の役割が、従来の危機対応から、国際社会が現在直面している最も大きな課題を克服するための長期的なリーダーシップの発揮に移行する、重要なターニングポイントになるでしょう。 
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